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平成２７年度の取組みについて

発行：荒川五・六丁目防災まちづくりの会
編集：荒川区防災都市づくり部防災街づくり推進課
　　  （協力：株式会社地域計画連合）

　荒川五・六丁目地区では、「荒川五・六丁目防災まちづくりの会」での検討を中心
に、防災まちづくりの取組みを進めています。

　6月10日（水）に実施した第１回まちづくり協議会において今年度の取組みについて

協議し、以下の内容を中心に検討することとなりました。

題字：前森英世氏

①「老朽空き家」「未利用地」をテーマとしたまちあるきの実施

② 地域行事での事業の周知・啓発

③ 共同化事例見学会の実施

※次のページで第１回まちづくり協議会での意見を掲載しています。

27年度 第1回

６月10日

【主な議題】

①協議会の取り組みに

    ついて

②事業推進について

③まちづくりニュース

    の発行について

27年度 第2回

9月～10月頃

【主な議題】

　延焼シミュレーション   

27年度 第3回

1月下旬～2月頃

【主な議題】

①事業の進捗状況

②防災・減災まちづくりフ

ォーラムについて(報告)

③今後の取り組みに

　ついて

地域行事での事業の周知と啓発
町会役員会、地域の集会等において
事業の紹介を行う

共同化事例見学会の実施
協議会員の他、共同化を検討してい
る地域の方も含めた見学会を行う
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荒川区 防災都市づくり部 防災街づくり推進課 　担当：前田、大沼

電話：３８０２－３１１１（内線２８２１）　　FAX：３８０２－４１０４

荒川五・六丁目地区のまちづくりに関するお問い合わせは

　街並みの変化について、京成線沿線の『花の木橋』周辺の現在の写真との写真を比べてみましょう。

　当時は藍染川という川があり、そこに『花の木橋』が架かっていました。今では藍染川は暗渠化さ
れ、道路となっています。また、京成本線の高架線の補修・耐震補強の工事により、高架下にあった住
まいや工場・お店が無くなり、現在の街並みとなりました。

～現在の街並み～ ～昔の街並み（昭和29年頃）～

荒川５・６丁目写真館

不燃化特区支援制度が使いやすくなりました！！
　平成26年度に創設された「不燃化特区」の助成制度が改正され、助成の対象となる

建物や対象者の枠が拡充され、新たな助成制度も創設されました。老朽建築物の除却や

建て替えをお考えの皆さん、是非ご活用ください！

　 固定資産税・都市計画税

   の減免を受けられます

危険老朽建築物の除却費用

を助成します

   危険老朽木造住宅を区が

   寄付を受け除却します

   不燃化建築物への建替えに

   伴う費用を助成します

新しくできました !!

変更はありません

変更はありません

新しくできました !!

助成対象が広がりました !! ■助成内容

■助成要件

○除却費用は全額助成します。
(上限金額 :2万2千 /㎡、延べ面積 :1,000㎡まで )
○不燃化建築物の設計費及び工事
    監理費を一部助成します。

○築15年以上経過した木造の建築物を除却
○準耐火か耐火建築物への建替え

●住宅以外も
     対象となります！
●居住していない建物
も対象となります！

●建物所有者以外も
    助成対象者となり
    ます！

除 却

■助成内容

■助成要件

○除却費用は全額助成します。
(上限金額 :2万2千 /㎡、延べ面積 :1,000㎡まで )

○昭和 56 年 5月 31日以前に建築され、
かつ、区が危険と判定した建物

住み替え住宅危険老朽建築物

の各事業との併用可
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■助成内容

■助成要件
※お問合わせ先にご連絡ください。

○転居一時金（礼金（権利金）及び仲介
手数料の実費）

○住居用家財移転費用
    （引越し代又はレンタカー代実費）
○家賃（契約家賃の３ヶ月分（高齢者世帯
は６ヶ月））

32  、

除 却

※支援期間：平成３２年度まで

C 荒川区○ C 荒川区○C 荒川区○
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（区より）一部の地域を除き、高齢化が進んで
おり、特に単身高齢者には建替えは難しいと考
えている。高齢者や災害弱者への対応は福祉
部も含め、区全体で検討していく。

（会員より）取組みを進めていくためには、我々
が自分達の問題として捉え、住民主体で進めて
いかないと上手くいかないのではないか。

（区より）現地再建を希望する方が多く、共同化
が困難な所もある。
沿道の皆さんが一度に建替えることは難しいと
思う。地域の危険性の検討等を通して、住民の
方に事業の必要性が分かるような説明を行っ
ていきたい。

（区より）今後、防災に関する内容に限らずまち
の良いところを紹介できればと考えている。
区全体でアピールしていくべき点かもしれ
ない。
（会員より）子育てが
しやすい等、荒川区の
住みやすさを宣伝し
ていくべき。

建替えについては、各住戸で課題が
違う。
例えば、子どもが家を離れてしまった
お宅では誰がローンを組むのかとい
う課題がある。また、お年寄りは建替
えずに住み続けるという考えの方が
多い。

セットバックすることで敷地が狭くな
るという理由で建替えない方もいる
ため、道路の拡幅が進まない。

若い人が魅力を感じるまちになって
欲しいと思っている。また、魅力の発
信ができると良いと考えている。助成
事業について、年配の方は建替えが
難しいかもしれないが、若い人には
有益な情報である。そのような形で
新たな風を起こすことができれば良
いのではないか。

ご意見 意見に対する回答
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拡幅

道路敷地

① 8 月 21 日 ( 金 )
　 午後７時～９時半
② 8 月 22 日 ( 土 )

　 午前９時半～１２時
アクト２１

（東尾久 5-9-3）
第一会議室

平成２７年

※受付は午後８時半まで

※受付は午前１１時まで※受付は午前１１時まで

日
時

場
所

① 8 月 21 日 ( 金 )
　 午後７時～９時半
② 8 月 22 日 ( 土 )

　 午前９時半～１２時
アクト２１

（東尾久 5-9-3）
第一会議室

平成２７年

※受付は午後８時半まで

☆開催時間の間、自由に出入りできます☆

質問 回答

10月30・31日    1月15・16日　　 3月4・5日8月21・22日
ムーブ町屋 ムーブ町屋アクト２１アクト２１

平成２７年（予定） 平成２８年（予定）

場所
日時

●建替え助成を使って建替えを考えたいんだけど、どのような助成制度があるの？
●敷地の道路付けがなく建替えができない。住まいを改善したいんだけど･･･　等々

　住まいの建替え等の各種相談にお応えする「住まいの相談会」を今年度も開設してます。建替えや、不動

産の権利に関することなど、お気軽にお立ち寄りください。事前にお問い合わせ先にご連絡頂けると当日の

ご案内がスムーズになります。ご予約のない方はお待ち頂く場合がございますので、予めご了承願います。

建築相談ステーション（荒川二丁目25 番 3号）では、①住まいの相談、②密集事業に係る区の取り組み
の情報提供等を行っています。８月以降の営業時間は以下の通りです。お気軽にお立ち寄りください。

営業時間：毎週水曜日（午後１時～午後７時）、毎週木曜日（午後１時～午後５時）

冒頭に「借地での建
替えと契約関係」に
ついての「ミニ講座」
（30分程度）を開催し
ます!
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